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先行的な医師偏在是正プランの策定に係る今後の流れについて

◆ 医療法の規定に基づき、「医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開
発・向上の機会の確保」の両立を目的として、地域枠（医大地域医療枠・医大県民医療枠・近大和歌山県枠・
自治医科大学）卒業医師に適用するプログラム 【参考資料１参照】

和歌山県キャリア形成プログラムに関する意見照会①

和歌山県キャリア形成プログラム

意見照会（※照会の対象は、地域枠医師の内、医大地域医療枠、近大和歌山県枠、自治医科大学卒業医師）

＜ 目的 ＞

① 今後地域枠卒業医師数が増加していく見込みであること

② 今後の県内の診療科別の医師数や医師の年齢構成の変化等

これらを踏まえて、
将来に向けてプログラムの
見直しを検討するため

＜ 地域枠卒業医師の推移と今後の見通し ＞＜ 照会対象 ＞
和歌山県立医科大学の臨床医学部門各教室
（各医局）

＜ 照会期間 ＞
R7.7.16（水） ～ R7.8.8（金）

＜ 方法 ＞
和歌山県立医科大学地域医療支援センター
経由で文書にて照会
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先行的な医師偏在是正プランの策定に係る今後の流れについて和歌山県キャリア形成プログラムに関する意見照会②

① 「県内全域の医療提供体制の確保の観点」と「対象医師のキャリア形成の観点」から、よりよいローテー
ションの提案

② 特定診療科について、「県内全域の医療提供体制の確保の観点」から、対象診療科の見直し・再検討の
提案

＜ 意見照会項目 ＞

現行の特定診療科 : 産科 、 精神科 、 小児科 、 救急科
※自治医科大学卒業医師は産科のみ

③ その他プログラム全体をとおして見直すべき点の提案

現行の標準的なローテーション（イメージ）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

専門研修登録

※修学資金の返還免除条件:義務年限９年（うち地域派遣５年）

地域派遣（後期派遣）
原則、内科・総合診療で研修

※特定診療科は専攻した診療科で勤務

【医師少数区域等】【県内臨床研修病院】

地域派遣（前期派遣）
原則、内科・総合診療で勤務

※特定診療科は専攻した診療科で勤務

初期臨床研修

　　　　　　　　　　専門研修プログラム期間　・・・→

【医師少数区域等】

専門研修（後期研修）

専攻した診療科

【基幹施設】

義務終了



パターン１（基本パターン）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

地域派遣
【医師少数区域等】

初期臨床研修
【県内臨床研修病院】

地域派遣
【医師少数区域等】

専門研修
【基幹施設】

義務終了

パターン２（３年目の地域派遣分を１０年目に回すパターン）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

専門研修
【基幹施設】

初期臨床研修 地域派遣 専門研修 地域派遣
【県内臨床研修病院】 【医師少数区域等】 【基幹施設】 【医師少数区域等】

義務終了

パターン３（３年目の地域派遣分をそのまま後ろにずらすパターン）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

専門研修
【基幹施設】

初期臨床研修 地域派遣
【医師少数区域等】 【基幹施設】

専門研修 地域派遣
【県内臨床研修病院】 【医師少数区域等】

義務終了

見直しの方向性
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① R9年度以降派遣可能な地域枠医師が増加
② R9年度から、第８次（後期）和歌山県医師確保計画（＝次期医師確保計画）がスタート
➤以上２点を踏まえ、R9年度以降に向けて、以下の“方向性”でキャリア形成プログラムの見直しを検討していく
（内科・総合診療での派遣医師が確保できるかという観点を前提に慎重に検討）
（R8年度中に具体的な「見直し案」をお諮りさせていただく予定 → R9年度から新キャリア形成プログラムの運用開始予定）

４ ３年目に医大等で専門研修可能にする方向で検討
※ただし当該期間は義務中断期間

１ 特定診療科の見直しを行う方向で検討

➤ R9年度からスタートする第８次（後期）医師確保計画
（＝次期医師確保計画）との整合を図りながら、直近の
「医師・歯科医師・薬剤師統計調査」の集計結果（R7.12
月公表予定）などにより、不足している診療科、将来不足が
見込まれる診療科を、新たに特定診療科として追加する方向
で検討（外科・麻酔科などを想定）

➤ 現行の特定診療科（産科、精神科、小児科、救急科）
についても、医師確保計画の計画サイクル（３年）に合わせ
て継続の可否を検討

２ 義務中断（延⾧）による留学・大学院進学を可能に
する方向で検討

➤ ３・４については、医師のキャリア形成に配慮し、多様な選
択肢を確保するために検討

３ 専門研修(＝後期研修)の２年間限定で義務年限内
での留学・大学院進学を可能にする方向で検討

➤ 医師のキャリア形成に配慮し、多様な選択肢を確保するためと、
一定数の県立医大での勤務医を確保するために検討

対象医師と所属医局の合意のもと選択制


